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令和４年１１月２５日 

総 務 部 職 員 課 

 

令和４年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 

 

１ 月例給 

  勧告のとおり改定 

  公民較差（896 円、0.24％）を解消するため、給料表を改定する。 

（令和 4年 4月 1日適用） 

 

２ 特別給 

（１）支給月数を 4.45 月（再任用は 2.35 月）から 4.55 月（再任用は 2.4 月）

に改める。0.1 月（再任用は 0.05 月）の引上げ分は、勤勉手当に割り振る。 

（令和 4年 12 月支給分から適用） 

（２）3月期の期末手当を廃止し、6月と 12 月期の支給月数が均等になるよう

配分する。 

（令和 5年度支給分から適用） 

 

 ３ 業務職給料表 

   行政職給料表（一）と同率程度引き上げる。 

（令和 4年 4月 1日適用） 
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